
≪背景≫

≪医療機関への依頼内容≫

２ 主治医から患者へ特定健診の受診勧奨を行う（継続）
未実施医療機関は患者に対して、特定健診を受診するよう
勧奨していただきたい。

【参考：みなし健診のフロー図】

鳥取県の特定健診の受診率については全国平均以下で推移して
おり、受診率向上は喫緊の課題となっているなか、医師会、医療機
関のご協力をいただき令和元年度から、未受診者の患者に対して
主治医から特定健診の受診勧奨を実施いただいているところ。

令和2年度は、さらなる取組として、次の対応を検討していることか
ら、ご協力いただきたい。

３ 診療のための検査データを活用する（新規・みなし健診）
治療のために検査を受けた患者に本人同意のうえ検査
データを提供いただきたい。

特定健診の受診率向上の取組について

≪取組概要≫
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２ 治療中の方の特定健診情報提供（みなし健診）について
治療のための検査データを連合会に提供することについて、
県内で統一した運用として県医師会と連合会（市町村は連合
会に委託）で集合契約を締結する。

○事業開始：令和2年度受診券分から（5月以降）
○必須項目：基本的な特定健康診査の項目（詳細健診除く）
○対 象 者 ：次の要件をすべて満たす人

（１）情報提供日に国保加入者であること
（２）年度内に特定健診を受診していない人、受診予定のない人
（３）治療等のために、特定健診と同程度の検査を実施している

○委託料：3,500円＋消費税
※不足している検査項目の実施費用含む

○実施運用：請求書、情報提供票を使用する
○請求支払：医療機関から連合会に情報提供票、請求書、受診券

を送付する。連合会で代行入力し支払を行う。
※詳細は3ページ参照

入力作業

請求支払

データ連携

１ 主治医から患者に対して特定健診を実施する（受診強化）
特定健診実施機関は患者に対して、特定健診の実施を
推進していただきたい。

医療機関においては、取組を効果的に実施するために、下記に
ついてご協力をいただきたい。

≪保険者の取組≫

治療中の健診対象者に対してのアプローチ
治療中の対象者が受診券を主治医に持っていく（相談する）よう
な案内文を受診券と一緒に送付する。

例文）

現在定期的に通院して治療されている方は、この受診券を持って健診
の受診について主治医と相談してください。

令和2年3月
鳥取県国民健康保険団体連合会

医師会
集合契約

１

１ 未受診者への受診勧奨について
２ページのフローを参照



≪特定健診実施機関≫

未受診者への受診勧奨（プロセス）

≪特定健診未実施機関≫

特定健診を受診しているか？ 終了

特定健診の受診勧奨
（患者が受診券を持参）

患者が検査データの提供を承諾 ※治療中で定期的に検査を実施されている場合、患者が検査
データの提供を承諾いただければ、検査データの情報提供を行う
ことができますので、ご協力をお願いします。

定期的に治療中の患者への対応 定期的に治療中の患者への対応

不定期で治療中の患者への対応 不定期で治療中の患者への対応
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（健診機関での受診を勧める）
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※強化ポイント ⇒

２



みなし健診に係るフロー

１ 実施方法
① 保険者は、未受診者へ情報提供票を送付する

※医療機関の協力が得られる場合は、情報提供票を医療機関に
配布する場合もある

② 治療者が情報提供票と受診券を医療機関に持参して治療（定期
検査）する

③ 医療機関は、治療者の検査項目を確認し不足があれば検査を
追加する（保険証と受診券で資格を確認する）
※医師が総合判断を実施した日から遡って3ヶ月以内に実施され
た検査とする

④ 医療機関は、情報提供票に必要事項を記載し、請求書と受診券を
同封して連合会に送付する
※月単位でまとめ実施月の翌月5日までに行う（特定健診と同じ）

⑤ 連合会は検査データを入力し、保険者に情報提供票と受診券を
送付し、情報提供料及び手数料を請求する

⑥ 保険者は、連合会が入力した結果データを確認のうえ連合会に
支払う

⑦ 連合会は、医療機関に情報提供料を支払う
※請求月の翌月末に医療機関へ支払を行う
※支払先は、基本的に特定健診等費用と同一の口座
（特定健診実施機関でない場合は診療報酬振込口座）

２ 実施の注意点（特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第3版））
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みなし健診の必要書類（様式）

４ 情報提供票（様式２）３ 請求書（様式１）

患者本人の記載を確認（必須）
4

2枚複写：【提出用】【医療機関控】

４



治療中の方の特定健診情報提供（みなし健診）について Ｑ＆Ａ

Ｑ５：検査数値が異常な数値も提供するのか
Ａ５：Ｙｅｓ

特定健診の数値として活用することが目的ですので提供いただきたい。

５

Ｑ１：受診率向上が目的か
Ａ１：Ｙｅｓ

特定健診を受診することにより、本人に生活習慣病に関連する検査値を把握していただき、自ら生活習慣病予防を意識するととも
に、医療保険者が検査データを取得・蓄積することにより経年的な検査値の変化を把握して、本人とかかりつけ医（医療機関）及び
医療保険者が生活習慣の改善を行うことが目的です。そのためには、受診率向上も目的の一つになります。

Ｑ２：全国的な取組か
Ａ２：Ｎｏ

全都道府県で実施しているわけではないが、厚労省のプロクラムの実施手引きとして記載されているものです。

Ｑ３：みなし健診は義務か
Ａ３：Ｎｏ

義務ではありません。（特定健診受診は保険者に実施義務があるため、手段として情報提供の協力をいただきたい。）

Ｑ６：データを提供するか否かの判断は、医師が行えばよいか
Ａ６：Ｙｅｓ

本人の同意のうえ、医師が決定してください。

Ｑ４：データの不足分が治療と関係ない検査の場合、新たに実施する必要があるか
Ａ４：Ｎｏ

すでに必要項目が全て満たす場合に提供いただきたいとするものです。しかし、身体計測・血圧の項目だけが未実施の場合は、
測定して情報提供いただきたい。

Ｑ７：みなし健診は、特定健診と同様な問診事項は必要か
Ａ７：Ｎｏ

情報提供票の【問診等】のとおり7項目の内容を記載ください。


